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令和５年度第１回 荒川区障がい者総合プラン策定委員会議事録 
 
開催日：令和５年６月２日（月） 
時 間：午後２時～３時３０分 
場 所：サンパール荒川５階 第７集会室 
 
事務局： 
 本日はお足元の悪い中、ご参加いただきましてありがとうございます。只今から第１回障がい

者総合プラン策定委員会を始めさせていただきます。初めに荒川区の副区長からご挨拶申し上げ

ます。 
 
副区長： 
 改めましてこんにちは。各委員の皆様には本委員会の委員をお引き受けいただきまして感謝を

申し上げます。今日はあいにくの雨の中、お忙しい中ご出席いただきまして本当にありがとうご

ざいます。区では、障がい者基本法に基づく荒川区障がい者プラン・障がい者総合支援法に基づ

く荒川区障がい福祉計画・児童福祉法に基づく荒川区障がい児福祉計画、この三つの計画を一体

のものとして荒川区障がい者総合プラン作成・策定をしております。本年度をもって現行のプラ

ンの計画期間が終わることになりますことから、６年度以降を計画期間とする新たな総合プラン

を策定するために、本委員会を設置したところです。皆様にご協力いただきながら策定に向けて

検討を進めて行きたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
  (事務局による委員の紹介 資料１－２) 
学識経験者から『東京都立大学』名誉教授 木下委員、『東洋大学』教授 高野委員、福祉・医療

関係団体から『荒川区医師会』会長 土屋委員、当事者相談員から『ピア・カウンセラー』高見

委員、障がい者団体から『荒川区心身障害児者福祉連合会』会長 大沼委員、『荒川区手をつなぐ

親の会』会長 伊東委員、『荒川区心身障害児父母の会』会長 矢野委員、『荒川区聴覚障害者協

会』会長 大石委員、『荒川区視力障害者福祉協会』会長 長島委員、『荒川区精神障害者家族会

（荒川めぐみ会）』代表 樋田委員、『東京都立王子特別支援学校ＰＴＡ』副会長 藤間委員、民

生委員・児童委員協議会から『荒川区民生委員・児童委員協議会障がい者福祉部会』副会長 内

山委員、雇用・就労関係団体から『荒川区心身障害者事業団』理事長 佐藤委員、相談支援事業

者から『荒川区立精神障害者地域生活支援センター（支援センターアゼリア）』施設長 杉下委員、

『荒川区障害者基幹相談支援センター』所長 岡部委員、関係行政機関等から『足立公共職業安

定所（ハローワーク足立）』統括職業指導官 薄田委員、『東京都立花畑学園』主任教諭 森田委

員、『東京都立王子特別支援学校』渉外部主幹 小野寺委員(欠席)、『荒川区特別支援学級設置校

長会』会長 大野委員、『荒川区社会福祉協議会』施設課長 岩佐委員、区職員から佐藤副区長、

東山福祉部長、辻健康部長、小堀子ども家庭部長、三枝教育部長 
 
事務局： 
 会の運営に当たりまして、まず委員長の選任をさせていただきます。事務局からは『東京都立

大学』の名誉教授であります、木下教授を推薦させていただきたいと思いますが、皆様いかがで

しょうか。よろしければ拍手をお願いします。 
 
  (一同拍手) 
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事務局：それでは木下教授、委員長をお願いできますでしょうか。 
 
委員長：よろしくお願いいたします。 
 
事務局：それでは木下委員長よりご挨拶をお願いいたします。 
 
委員長： 
 障がい者の皆様、並びに障がい者を介護される皆様がより安心して安全に生活ができ、「誰もが

幸せを実感できる福祉と安心のまち・あらかわ」の基本理念の実現に向かってこの会が開かれて

いると思っております。したがいまして委員の皆様の忌憚ないご意見をお聞かせいただければと

思います。よろしくお願いいたします。 
 
事務局：委員長ありがとうございました。なお、今後の進行につきましては委員長に一任させて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
委員長： 
 私もあの時計が見えない障がい者なものですから、障がい者の気持ちがよく分かるようになり

ました。続きまして副委員長の選任を行いたいと思います。私の方からは、副委員長には『東洋

大学』の高野教授にお願いしたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。 
 
  (一同拍手) 
 
委員長： 

では副委員長、ご挨拶をよろしくお願いします。 
 
副委員長： 
 『東洋大学』の高野と申します。専門は特別支援教育で、特に知的障害者教育です。現行のプ

ラン、そして式次第の６番になります障害者実態調査の方も関わらせていただきましたので、そ

ういった事を踏まえながらより良いプランを策定できればと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。 
 
委員長： 
 では議事に先立ちまして事務局の方から配付資料の確認をお願いいたします。 
 
事務局： 
  (配付資料の確認 冊子・次第・資料１～６、参考資料として障害者実態調査結果報告書、冊

子（ピンク色と緑色）の２冊、同封をした現行の計画、水色の荒川区障がい者総合プランとピン

ク色の第６期荒川区障がい者福祉計画・第２期荒川区障がい児福祉計画) 
 
委員長： 
 それでは議事に入りたいと思います。キーポイントは次第の４～７で、資料の方が多い状態で

す。概要は事務局からご説明いただき、詳細についてはお持ち帰りいただき、内容に関するご意
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見等は、次回以降の会議で提案していただければと思います。本日の委員会におきましては資料

や説明内容に限らず、日頃皆様が感じている現状や課題について生のお声を聴きたいと思ってい

ますので、その点については、議題７の「現行プランにおける現状・課題」について、終了後に

各自述べていただければと思います。時間の制約がありますので皆様のご協力をよろしくお願い

します。 
 それでは次第の４、「荒川区障がい者総合プランの策定について」事務局から資料２の説明をお

願いします。 
 
事務局： 
 「荒川区障がい者総合プラン策定について」です。まず、(１)について下表に記載されていま

す。今回策定する荒川区障がい者総合プランは「荒川区障がい者プラン」、「荒川区障がい福祉計

画」、「荒川区障がい児福祉計画」、この三つを合わせて一体的に策定した総称となっております。

それぞれの計画については、まず「荒川区障がい者プラン」は障がい者基本法に基づく計画にな

っており、障害者施策を総合的にかつ計画的に推進するための基本的考えと、今後の方向性を定

める計画となっております。これまでの経過として７ページの計画期間の表を参照いただき、ま

ず、平成１２年に初めて策定し、平成３０年度の第４期まで６年毎に策定をしている状況となっ

ています。合わせまして「荒川区障がい福祉計画」は障がい者総合支援法に基づく計画となって

おり、障がい福祉サービス等の提供体制の確保にかかわる目標やサービスの質の見込み量等を高

める計画となっています。この福祉計画は、同じ表を見ていただくと、平成１８年から策定し、

令和３年度の第６期まで３年毎に策定している状況です。同じく「荒川区障がい児福祉計画」は

児童福祉法に基づく計画になっており、障がい児通所支援等の提供体制にかかわる目標やサービ

スの質の見込み量等を定める計画となっています。こちらは平成３０年度に初めて策定してから、

令和３年度の第２期まで３年毎に策定している状況です。今回の策定については、今ご説明をし

たプラン及び計画、三つ合わせて、令和５年度で終了する事になっております。令和６年度から

を計画期間とする新たなプラン及び計画を策定する事になります。計画の位置づけは６ページの

「関連計画等の位置づけ」の資料をご覧ください。区では区の将来像として「幸福実感都市あら

かわ」を掲げて、荒川区基本構想を策定しています。この将来像を実現するために荒川区基本計

画を策定しておりますが、荒川区障がい者総合プランについては、この基本計画を上位計画とし

て整合を図っているといった状況になっています。簡単ですが説明は以上です。 
 
委員長： 
 今までの説明についてご意見・ご質問等がありましたらどうぞ。いかがでしょうか。無いよう

でしたら後からでも項目の資料２について質問等がありましたら受け付けます。 
 次に次第の５、障がい福祉に関する制度・施策の変遷、近年の状況について、事務局の方から

資料３－１、障がい福祉施策に関する制度・施策の変遷及び、資料３-２、統計資料から見る障が

い者（児）等の状況の説明をお願いします。  
 
事務局： 
 資料３－１の計画の各策定期間中における国や区の主な実施項目を記載したものです。時間の

都合もありますので、現計画である第４期の荒川区障がい者プランの計画期間以降について主な

項目の説明をさせていただきます。１３ページの平成３０年７月、荒川区手話言語条例を施行し

ました。手話は言語であるとの認識の下に手話に関する理解と促進等、施策を推進し、心豊かな

生活を営むことができる地域社会を目指すという目的となっています。次に１４ページの上から
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三つ目の、令和元年１１月には平成２８年に改正された「自殺対策基本法」に基づきまして「荒

川区自殺対策計画」を策定しました。その下の令和２年４月には２３区内で先行３区として児童

相談所を設置して、『荒川区子ども家庭総合センター』として開設をしました。また同年７月には

児童相談所の設置に伴い、児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業や障害

児入所施設の指定権限について、東京都から荒川区に業務が移管されております。一番下の項目

ですが、令和２年１１月には相談支援の中核的な役割を担い、相談等の業務を専門的に総合的に

行う機関として、『荒川区障害者基幹相談支援センター』を開設しました。こちらは委託をしてお

りまして、荒川たんぽぽセンターと同じ施設内に設置をしております。次のページの上から三つ

目の令和３年９月には医療的ケア児支援法が施行されています。前後しますが、令和３年２月に

は区において医療的ケア児等支援協議会を設置、令和４年４月からは医療的ケア児支援事業とし

て、医療的ケア児等地域コーディネーターを基幹相談支援センターに配置したり、医療的ケア児

等と暮らすきょうだい児を養育する家庭に対して、医療的ケア児等家庭家事サポート事業を開始

するなどの取り組みを進めております。次、１６ページの令和５年４月には荒川たんぽぽセンタ

ーの基本調査として、保育所等訪問支援や障害児計画相談事業等の運用を開始します。また重度

障がい者の居住の場の確保や日中活動の場の確保として、重度障がい者グループホームや生活介

護施設の施設整備補助事業を開始しております。以上が３-１の説明となります。 
 続きまして資料３-２の「統計資料から見る障がい者（児）の状況」ですが、（１）区の総人口

は増減を繰り返しており、２１万６千人前後となっています。（２）手帳所持者ですが、１８ペー

ジの表で、身体障がい者については減少傾向となっており、知的障がい者や精神障がい者につい

ては増加傾向となっています。１９ページの上段の表で、身体障がい者手帳所持者の内訳ですが、

等級としては１級が構成比で最も高くなっており、障がい者種別で見ますと、肢体不自由が構成

比で４６％と最も多くなっています。下段のグラフは推移となりますが、こちらは肢体不自由が

減少傾向となっております。２０ページの③の愛の手帳所持者ですが、手帳の等級としては４度

が構成比で４８．４％で最も多くなっております。推移としては全ての等級で増加傾向となって

います。④の精神障がい者保健福祉手帳所持者は、２１ページの手帳の等級としては、２級が構

成比で４８．６％と最も多くなっています。推移は全ての等級で増加傾向となっています。自立

支援医療の延べ申請者数も増加傾向ですが、令和２年については、新型コロナウイルスの感染症

拡大防止による有効期間の自動延長の措置があったために申請者数が一時的に減少しています。

（３）難病患者ですが、法の施行以降、対象疾病が拡大されており、現在では３３８疾病となっ

ています。対象疾病の拡大などによりまして、２２ページのグラフの難病患者の推移も年々増加

傾向となっています。（４）の障がい児通所支援利用者（手帳不所持者）の方ですが、こちらも同

様に年々増加傾向になっている状況です。簡単ですが説明は以上です。 
 
委員長： 
 只今の資料１につきまして施策の変遷ならびに今現在も取り組んでいる事業、更に今後進めて

いく事業、そして資料２については実態調査を行ったと思いますけれども、ご意見等ございます

でしょうか。 
 
委員： 
 分からないところを教えていただきたいのですが、最後の（４）の障がい児通所支援利用者と

いうのは、手帳不所持と書いてあるので、いわゆるグレーゾーン、支援学級へ行っているけど手

帳は持っていない子ども達のことと解釈してよいのでしょうか。 
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事務局：ご指摘の通りです。 
 
委員長： 
 無いようでしたら次第６、「障がい者実態調査の調査結果報告」及び次第７、「現行プランにお

ける現状・課題について」をまとめてご説明をよろしくお願いいたします。次第の７の「現行プ

ランにおける現状課題について」が終わり次第各委員の皆様から日頃困っていらっしゃることの

ご意見を承りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では事務局から資料４「障がい者

実態調査の調査結果報告」及び資料５「現行プランにおける現状・課題」の説明をお願いいたし

ます。 
 
事務局： 
 それでは資料４、障がい者総合プラン作成の基礎資料とするために障がい者の日常生活などの

状況を把握する目的で昨年の１０月に障がい者実態調査を実施したものです。その報告書につき

ましては先程机上に配付しておりますピンク色のものと概要版、水色のものです。大変ページ数

が多くなっておりますので本日は配付のみとさせていただきますのでまとめたもの資料を読んで

説明をさせていただきたいと考えております。 
 まず調査対象者は、各種手帳所持者をはじめ、難病患者、障がい児通所支援利用者、医療的ケ

ア、重症心身障がい児及び障がい福祉サービス等事業所となっております。区分につきましては

在宅・施設入所・事業所の三つに分けて実施しております。次ページ（２）が区分ごとの主な傾

向をまとめたものになっております。次の（３）につきましてはもう少し細かくした内容になっ

ております。本日は時間の都合もありますので、（２）は概要版で主な傾向についてご説明を申し

上げたいと思います。まず在宅に関してですが、身体・知的・精神、三区分ともに共通ですが、

障がいのある方を手助けする方の年齢を聞いておりまして、１８才未満も含めましてあらゆる世

代で過去の調査から増加している傾向があることが読み取れます。個別ですと身体につきまして

は災害関係において１人で避難できないと回答した方は減少傾向にありますが、依然として４割

を超えている状況になっております。またこの１年間の文化芸術・余暇活動の実施状況では特に

なしが多くなっております。次に知的ですが、就労関係において働いている方は５割未満と大き

な変化は読み取れませんが、働いている方の仕事内容では就労継続支援Ｂ型の割合が増加をして

いる状況です。精神におきましても働いている方が増加傾向になっておりまして、常勤・パート

タイマーの割合も増加しております。次に難病患者ですが、外出の頻度におきましてはほぼ外出

すると回答してきた方は過去の調査から減少しているほか、困りごとにつきましては減少してい

るものの、病気や薬のことが５割、お金のことが約４割という回答でした。障がい児通所支援事

業者につきましては差別をなくすために必要な事といったところでは学校で障がいに関する教育

や情報提供を行うという回答が多くなっているほか、困りごとといたしましてはサービス提供事

業者が少ないという回答が多くなっております。重症心身障がい児・者につきましては、日常生

活において誰かの手助けが必要な動作として医療的ケアが最も多くなっており、文化芸術・余暇

活動の実施状況では特になしが多い状況になっております。次に身体、知的の施設入所の方です

が、利用年数では１３年以上という回答が最も多くなっておりまして利用者の高齢化と共に増加

傾向になっております。また今後生活したい場所という質問では現在の施設との回答が最も多く、

過去調査からも増加傾向になっております。最後に事業所に関する調査ですが、経営主体は株式

会社等の割合が多く、経営上の課題としては職員の数を増やす、スキル向上が多くなっておりま

す。また災害や感染症対策関係では対策マニュアルを整備している事業所は８割ですが、業務継

続計画を策定していると回答した割合は約３割にとどまっているという状況です。 
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 簡単ですが以上が調査の結果の概要になっておりまして、続きましてこれをもとに現行プラン

における現状・課題についてご説明をさせていただきたいと思います。資料５、前回の障がい者

総合プランで定めた基本方針とその施策につきまして時間の都合もございますので、主な項目に

ついてご説明をさせていただきたいと思います。 
 まず基本方針１の「障がい者の相談・支援体制の充実」の１の（１）。「総合的な相談支援体制

の整備」ですが、令和２年１１月に『基幹相談支援センター』を開設いたしまして地域の相談支

援の中核を担い、総合的な支援体制を行っております。課題といたしましては、障がいの分野だ

けでは解決できない様々な課題を抱えた家庭など重層的な課題に対して各関係機関との連携を図

り体制の構築が必要になっております。 
 続きまして１の（２）「計画相談支援・障がい児相談支援」について現状といたしましては区内

で１１か所ありまして、計画相談支援事業所の連絡会を月１回開催して情報共有などを行ってい

る状況です。課題といたしましては、サービスの業者は増加しており、計画策定が必要な方も増

加している中で、計画相談支援事業所が受けきれない方につきましては、ご自身で計画を策定す

るセルフプランでサービスを利用している方がいる状況となっております。事業所を介していく

ことですとか、相談支援専門員の質の向上が必要になっております。 
 続きまして１の（３）「福祉施設入所者等の地域移行生活への移行の推進」についてですが、自

立支援協議会の地域支援部会において、精神障がいにより長期入院されている方などの調査を行

いまして状況把握を実施しております。また同じく地域移行支援部会を通じて、本人の意向に沿

った地域移行の取り組みを行っております。課題といたしましては、地域社会で安心して生活を

送るための地域基盤整備、いわゆる精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築が必

要となっております。 
 次ページの１の（８）震災等への備えについて、「日常生活用具の給付対象」について、在宅人

工呼吸器の自家用発電装置等の品目を拡大しております。また事業所における業務継続計画の作

成が令和６年度から義務化となっております。課題といたしましては、先ほどもご説明しました

が、業務継続計画を策定していると回答した事業所の割合がまだ低い状況となっているところで

す。 
 続きまして基本方針２の「バリアフリーの推進」ですが、２の（１）「意思疎通支援の充実」に

おきましては、手話通訳等を派遣するコミュニケーション事業の実施やタブレットを活用した遠

隔手話サービスを実施しております。課題といたしましては必要な時に手話通訳者を確実に派遣

するため、手話通訳者の育成及び確保が必要となっております。２（３）「障がい者差別の解消」

についてですが、区では職員が合理的配慮を提供できるよう、職員の対応要領を定めております。

また令和３年度に障害者差別解消法が改正され、令和６年４月から事業者による障がいのある人

への合理的配慮の提供が義務化されます。課題といたしましては、実態調査の結果から差別を感

じたことがある方がいる状況でして、引き続き解消に向けた取り組みが必要になっております。 
 次ページの基本方針３、「障がい者の住まい・日常生活に対する支援」についてですが、３の（１）

「グループホームの整備の促進」で、重度の障がい者を受け入れるグループホームの整備が進ん

でいない状況になっております。今年度より制度を改正いたしまして民有地での建設・改築や株

式会社等の民間企業も対象とする重度障がい者グループホームへの整備費補助事業を開始したと

ころです。次ページ、３の（６）の「在宅型サービス等の提供」ですが、下の留守番看護師派遣

事業につきまして、障がい者手帳を所持しない医療的ケアの必要な障がい児などがこのサービス

の対象外になっておりましたが、昨年度制度を拡充して手帳を所持しない医療的行為が必要な障

がい児等を対象としております。また調査によりますと１８才未満の方が支援している状況、い

わゆるヤングケアラーの方が存在することが分かっております。留守番看護師派遣事業を含めて



7 
 

在宅サービスは多岐にわたりますので引き続き分かりやすい制度の周知や利用者のニーズに合わ

せた的確な情報提供ですとか１８才未満の方の負担を減らすような支援策を検討していく必要が

あると考えております。 
 次に基本方針４ですが、「障がいのある子どもの健全育成」の４の（１）「障がい児支援の充実」

についてですが、今年度から『荒川たんぽぽセンター』に「保育所等訪問支援」及び「障がい児

相談支援」の障がい児給付サービスの機能を追加いたします。また令和６年度には『荒川たんぽ

ぽセンター』を児童発達支援センター化する予定となっております。『たんぽぽセンター』のセン

ター化にともないまして『たんぽぽセンター』は地域の障がい児支援の中核となりますので各関

係機関との連携態勢の更なる構築が必要になっております。また区内では重症心身障がい児を受

け入れる事業所は、児童発達支援及び放課後等デイサービスが主に３事業所となっておりますが、

調査の結果では少ないと感じている利用者が多い状況となっております。 
 次ページ、上から三つ目の「医療的ケア児等への支援」、新規としてございますが、こちらは平

成３０年度時点では大きく施策として示しておりませんでしたが、今回作成する総合プランにお

きましては新たな一つの施策として掲載したいと考えております。医療的ケア児等への支援につ

いては、令和４年度に『基幹相談支援センター』にコーディネーターを配置して、地域の医療的

ケア児の相談支援の中核となる事業を開始したところです。また医療的ケア児のお子さんを持ち、

また兄弟がいる家庭に対しまして、配置サポートをする事業を開始したり、更に留守番看護師派

遣事業などを拡大して医療的ケア児を対象としたところです。コーディネーターにつきましては、

事業開始の年ではございましたが、更なる医療、保育、教育等の関係機関と連携の構築を図って

いただいております。家事サポート、留守番看護師も含めて更なる説明と周知を図る必要がある

と考えております。 
 最後に基本方針５の「障がい者の自立就労支援・生きがいの創生」についてですが、５の（１）

「生活介護・自立訓練・生活訓練」について、令和５年度より生活介護施設への整備事業を開始

しております。区内では生活介護施設が少なく、特別支援学校の卒業生の受け入れが年々厳しく

なっている状況ですが、本事業を開始したところでございます。次ページ、５の（５）「福祉的就

労の支援」についてですが、作業所ネットワークを行いまして情報共有を図ったり、年に２回マ

ーケットを開催しまして、作業所の自主製品を販売しておりますが、工賃の向上などが課題にな

っている状況です。長くなりましたが説明は以上になります。 
 
委員長： 
 現状を説明していただきましたが、委員の方々を含めましてご意見等ございましたら、手を挙

げていただきたいと思います。 
 
委員： 
 先ほどの説明でセルフプランをなくしていく、対応をしていくという話だったのですが、どう

いう理由があってでしょうか。私もピアカウセリングの役割を担っているので、全て自立してい

くためセルフマネジメントを自分でしていかないといけないと話してきたのでこれをなくしてい

くのはどういう理由があってなのか教えて下さい。 
 
事務局： 
 セルフプランは、いわゆる障がい者福祉サービスを使うために、相談支援事業所の方がこうい

ったサービスを使った方が良いとか、どういう用で使うとか、そのような計画を立てることをし

ており、基本的にはサービス利用事務は担当がついてご案内や計画を立てることにしているとこ
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ろです。また受け手が少し不足していることもあり、なかなか受けきれない部分につきましては

いったんご自身でこのようなサービスを使いたいなど計画していただいている現状があります。

どちらが良いかと言いますと、色々なサービスを熟知している専門の相談支援員が区内の資源に

通じていますし、適切な案内ができるので、なるべくそのような方についていただいて計画を立

てることが非常に重要な事だと思っております。区としては相談支援体制の充実を図って、案内

ができるように考えております。 
 
委員： 
 そのような説明を相談所でされていると思いますが、意外とこのようなサービスでないといけ

ないというような誘導的な発言が多く、気が小さい方はそれに従わないといけないみたいなこと

を考えている方が結構いらっしゃるので、説明の際は本当に丁寧な言葉で理解してもらえるよう、

お願いしたいと思っております。 
 
事務局： 
 ご意見ありがとうございました。いただいたご意見をしっかり受け止めまして、相談支援員の

打ち合わせに共有して、そのようなことがないようにご案内したいと思っております。 
 
委員長： 
 貴重なご意見どうもありがとうございました。他にご意見等ございますでしょうか。ないよう

でしたらば障がい者総合プランの策定に向け、委員の皆様から、障がい者福祉に対する現状の課

題やプランの策定に関しまして、区への要望など忌憚のないご意見がございましたらよろしくお

願いしたいと思います。では、A 委員から順にお願いしたいと思います。 
 
委員： 
 今日の障がい者総合プランの中のことではないのですが、普段から色々な方から話を聞いてい

ることを話させていただきたいと思います。 
 一つは介護事業所のことについてです。最近事業所はわりと増えてきていると聞いていますが、

介護従事者が増えてきている訳ではないようです。一定の介護従事者がいて事業所ばかりが増え

ている状況があって、色々なサービス提供の対応がしきれていないのが現状です。どういうこと

かというと、介護事業者の話だと手が回らない。子ども支援をして下さいという話は事業所によ

く入って来ますが、そこに手をとられると重度訪問の方にも手が回らない。それが逃げ口なのか

は分かりませんが、そんな話も聞いております。この前あったのは事業所が８時半から５時半ま

での営業で事業をしていて、今までは対応していたのに今度は対応出来ないから他の事業所を探

して下さいと突然一方的に言われて困っているという話が入りました。相談の報告書でも書きま

したが、当事者にとっては突然のことで、どこを探してよいのか分からない。確かに区で事業所

の提供場所などをインターネットで見つける事はできますが、そこまで気が回らない。どうして

よいか分からない。一方では子ども支援でこのような方がいるのでお願いしますと事業所に声が

かかってくると言われているので、障がい者の方も、困った人のために対応もしていただけると

良いと考えています。 
 それと障がい者の介護支援のことなのですが、介護事業所も増えて障がい者サービスを引き受

けてくれている事業者も多いと思います。障がい者の人たちだけを介助支援が必要という事業所

は少ないのですが、介護事業所がそれを引き受けてくれているのですが、介護報酬が低いから重

度訪問は受けない、そういう問題があってなかなか受けづらいのです。そういうことがあって、
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なかなか重度訪問を引き受けてくれる事業所が本当に少ないということです。私もその１人です。

それは患者自身も色々な変化があり、周りの変化があって手が足りなくてなかなか対応しきれな

いことがあるのですが、突然言われて突然来なくなったり、１か月ぐらい来ていて、突然撤退さ

れてしまったり、色々な制度があっても良いのですが、それが保証に繋がっているかというと保

障に繋がっていないので、何かそのようなところのプランを策定の中で考えていただければと思

っております。 
 
委員長： 
 日頃の課題等をまとめてお話していただいてどうもありがとうございました。では続きまして

B 委員、ご意見ございましたらよろしくお願いいたします。 
 
委員： 
 コロナがこの５月８日から５類になりました。私どもは障がい者を持つ保護者です。それ以前

の３年間はまず最初に緊急事態宣言になって、作業所にいつもどおり通えないことが本人にとっ

てすごくストレスになりました。それからマスクをしたり、消毒・距離を置くということが大き

な課題でした。ワクチンの接種も作業所内でワクチン接種を受けることができたらと強く希望し

ました。結果的に保健所の方、障害者福祉課の方々、作業所と施設の支援員の方々に大変お世話

になりまして、皆様のご配慮のもと各作業所でワクチンの接種を受けることができました。その

ように気をつけている中でも、濃厚接触者が家族の中でいらしゃったりして、作業所を閉鎖する

段階になった時も、また急遽お休みになって、本人もどうしてそんなにお休みしなくちゃならな

いのかと、とても色々な葛藤があったかと思います。またそれを受け入れる家族としても、なん

とかこの日々を過ごさなくてはならないし、自粛生活に入ってあまりウロチョロしているのもな

と、色々なことを思いながら過ごした期間でした。それこそ私たちも経験したことのないこの３

年間を過ごして来たわけですが、それによってそれなりに本人たちも学ぶことが多く、少しずつ

マスク・消毒・距離を置くことが身につき、これからもまだ少しずつ気をつけながら過ごしてい

かなくてはならないと思っております。それに関しても荒川区の方や施設の方などにご苦労をお

かけし、今日があるのかと思っております。また今後ともご支援ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 
 
委員長： 
 続きまして C 委員よろしくお願いいたします。 
 
委員： 
 荒川区は相談支援に関して、基幹相談支援事業所も早々に立ち上がりましたし、相談に関して

はとても充実していると本当に感謝しております。ですが事業所の方や相談員の方々はとても多

忙で更に相談員の方を増やしていただいて、福祉サービスから介護サービスへ速やかに移行でき

るように考えていただければと思っております。 
 ２つ目は知的障がい者は様々なタイプの方がおりまして、周囲から理解を得られている方も大

勢いらっしゃると思うのですが、理解啓発をこれからも進めていっていただきたいと思います。

私たち親や支援者も、周りの人たちに理解をしていただくためにキャラバン隊など啓発運動をこ

れからも進めていく必要があると感じております。今後もどうぞよろしくお願いいたします。 
 
委員長： 
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 続きまして D 委員よろしくお願いいたします。 
 
委員： 
 資料５の「グループホームの促進」のところで、私たち重度重複障がい者がグループホームに

入っている方や、希望している方が多いのです。グループホームを一つ立ち上げるのは本当に大

変で、平成３０年に東日暮里にグループホームを立ち上げるときに、当時の福祉課長の小堀様も

大変ご苦労されたと思うのですが、なかなか民間で手を挙げるところがとても少ないのです。な

ぜかというと、土地から確保するのがとても大変なので、例えば『スクラムあらかわ』や東日暮

里のところは荒川区で土地を確保して提供して立ち上げたので、この中の「民有地での建設」と

いうのはどういう意味か分からないのですが、何とかして少しでも多く重度障がい者のグループ

ホームを希望している人が多いのでご協力をよろしくお願いいたします。 
 
委員長： 
 では、E 委員どうぞ。 
 
委員： 
 私たちの会は精神障がいを持っている人の家族の会です。家族も本人も高齢になって来た人が

出てきました。先日あふネットの清掃をして働いていた方が、障害年金とそれで賄っていたので

すが、体調を崩し突然入院をしまして、退院をされてきました。その時に拘束をされたことがだ

いぶトラウマになっています。その後は作業を色々自分でもやっていたのですが、今年の３月２

７日に交通事故に遭われて車いす利用になり入院されました。退院されてからは私たちも勉強不

足だったのですが、生活保護になられています。ヘルパーさんに週２回来ていただいてお食事な

どを作っていただいたりしているのですが、本人の今の状態はトイレには行けますが、玄関の鍵

をかけるぐらいしかできない。食事を作る事はできないので困っていらして、夜遅く私たちの会

にお腹が空いちゃってと、電話が何回かかかって来たことがありました。そして会の人も困りま

して、色々なことができないのなら入院をされたらどうかといったのですが、本人が前に入院し

た時に拘束されたことがトラウマとなり、入院は嫌だと言われております。この前も夜１０時過

ぎにお腹が空いたと電話がかかって来たので、遅いので次の日に若い職員さんが訪ねて見てくれ

て色々な話をしたのですが、どこまで立ち入って良いのか分からないので『アゼリア』に相談し

たところです。ヘルパーさんも自分にはあまり会わないと言い出しているようなので、困ってい

るところですが、そのようなことはどのように相談を持っていったらよいか。『あふネット』の理

事長さんが相談に乗ってくれるという話は聞いたのですが、今そのような状態でお風呂も入れな

い状態なのですが、相談を持っていくところが分からない時がありまして。よろしくお願いいた

します。 
 
委員長： 
 分かりました。最後に私の方でまとめさせていただきます。では、次に F 委員よろしくお願い

いたします。 
 
委員： 
 今、『王子特別支援学校』に三男が行かせていただいています。男の子三兄弟で全員まだ小学生

なのですが、長男は普通といわれる子供で次男が発達障がいです。三男が知的障がい児で今学校

に行かせていただいております。今日は『王子特別支援学校』という立場なので、三男の在籍し
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ているところからの話なのですが、うちは次男の時から荒川区の福祉には大変お世話になってい

て、私はもともと荒川区の人間ではないのですが、外から嫁いでこちらに来ました。荒川区の人

情味というか、もちろん、行政の皆さんもうちの問題に対しては本当に親身になって取り組んで

下さいました。長男の家庭内暴力から始まって、次男の発達障がいと不登校、引きこもりで３年

間学校へ行けませんでした。三男は知的障がい児で３～４歳の時から家の鍵を勝手に開けて外へ

出て行ってしまって、捜索するという状態で移動行動がひどかったのです。こちらに知り合いも

いませんでしたので、とにかく私は行政しか頼るところがありませんでした。その中で大変親身

になって暖かく、そして的確なスペシャリストの方が多くいるというのが私の感想です。その前

提で二つ、すごく気になることがあります。私は早くから福祉にご縁があったおかげで次男が途

中で不登校になったりしてもどこに自分が繋がれば良いかがすぐ分かったので、的確な公認心理

士が、先ず私のケアをしてくれて子供に対しては家から引きこもって出られなくなったので、在

宅支援を受けることができたおかげで元気に学校へ行けるように復活をしています。ものすごく

親だけではどうすることもできないことが本当に多くて、そういう意味では荒川区の行政のスペ

シャリストの質の高さには正直驚いている状態なのですが、その福祉やサービスを本当に存分に

受けられたのは私だけだったのだということに今になって気がつきました。長男が通常級に行っ

ている関係で長男の保護者の方から相談を受けることが多くなったのが、結局グレーゾーンの子

たちが大量に放出されていて、その子たちは親が福祉に係わったことがないので、何処に行って

どこへ電話して誰に助けを求めて良いか分からないまま、２か月前に大きな問題を子供さんが起

こしてしまったという事がありました。もっと早くそのお母さんに私が知り合うことができてい

れば、何処に繋いで、その子どものケアを早くしてあげて、お母さんの大変な状態を軽減できる

かを私は繋げたのですが、そのお母さん自体と知り合いではないので、これだけのスペシャリス

トな方がいるのに、何処に行って誰に相談して助けを求めたら良いか分らない親御さんが沢山い

て、たった私１人で８人ぐらい抱えています。保護者間の中でもどうして良いかということが起

き始めています。問題が大きくなってから分かったのですが、学校のスクールカウンセラーは正

常に機能していません。先ほどおっしゃっていた、形はしっかりあるのですが、とても繋りが弱

いといいますか、問題が起きてからでないと対応しない状態があります。それがすごくもったい

ない。もっともっと先手で手を打てるところが沢山あると感じています。 
 もう１点は、うちは下２人とも移動支援を利用させていただいております。ただ事業所の中に

は介助が必要ではない子どもは受けてくれないところが非常に多いです。それは簡単に時給が違

うからです。事業所として介助が必要ではない子を受けると時給が低くなるからダメといわれて

いるのを、ヘルパー側の友人がいるので直接聞いています。正直人権的な問題ではないかと思っ

てしまうくらい、こちらの親としてその理由で断られるはとても残念で非常に不便をしています。

唯一受けてくれる事業所さんがあったので、うちの下２人はお蔭様で介助なしなのですが受けて

もらうことができました。特に次男はこのおかげで本当に外部の人と接することもできるように

なり、支援学級まで行けるのです。１人で登下校できるところまで持って行けたのは、親ではな

い人間が関わってくれたからだと私は思っています。そういう意味でも介助の有無は関係なく、

できれば賃金的な部分の検討を是非、荒川区でしていただけないかと思っています。現状『王子

特別支援学校』に行っている関係で、荒川区以外の区の費用の金額を聞いています。他の所は差

がなかったり、介助なしの子どもも同等に受けてくれるという話を聞いているので荒川区でもそ

れができないかどうかを是非ご検討していただければと思います。以上です。 
 
委員長： 
 他にご意見ございますでしょうか。G 委員と H 委員どうぞ。G 委員の方からよろしくお願いい
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たします。 
 
委員： 
 。資料が膨大にあるのですが、事前に少しメールの添付ファイルで送っていただいて資料を読

ませていただきました。それで今日早めに来てヘルパーさんに確認の意味で資料を読んでもらっ

たのですが、その中で「手帳所持者」のところがありまして、視覚障がいが 500 人台で横ばいで

ある。私勉強不足で驚いたのが、カッコ内に１８歳未満の方の数が書いてあるのですが、３人と

か５人とか結構少ないのですね。こんなに少ないのかと思って驚いたのです。これは福祉課の調

べということなので間違えはないと思うのですが、私も改めて考えてみました。 
 それから先ほど A 委員も言っていたヘルパーさんの事業所の件ですが、我々も同行援護でガイ

ドヘルパーさんを使っているのですが、今のところ足らないということはないのですけれども、

事業所によっては高齢化したり色々で受けられないところが出てきています。そこの事業所でも、

ここはちょっと出来ないので他のところで対応してもらってくださいということで、区外も含め

て他の事業所で受けてもらっていることが多いのです。それで視覚障がい者は何とか足りている

のかなと思いますが、今後高齢化などで人手不足になって来ますので、その辺をちょっと心配し

ているところです。 
 それから障がいのあるなしに関らず高齢化の問題。それと災害の問題を視力の会の中でもどの

ようにして良いか少しずつ皆で話をしていますが、これは永遠の課題かなと思っております。 
 あと視覚障がい者は情報障害と言われております。例えば今日の資料をもらっても、私は確認

できません。前に送っていただいた資料があって、それと今日突然これだけ来て、これは違うの

ですかと、先ほど始まる前にヘルパーさんに聞いたのですが、その辺がもうちょっと何とかなら

ないか。事前の事務局さんの話で２回目からはもちろんメールに添付して送ってもらうのですが、

我々に分かりやすく読みやすい方法でと提案をしまして、今度これをまた分割してでもいいです

から、少しメールに添付して送っていただいて自分でも何とか読んでいきたいと思っております。

これからもよろしくお願いいたします。 
 
委員長 
 では最後に H 委員からよろしくお願いいたします。 
 
委員： 
 いつもお世話になってありがとうございます。 
 一つ目ですが、手話通訳派遣についてです。手話通訳は１人に月最高１０回までという制限が

あるのです。でも荒川区以外の区では殆どそういう何回までという数の制限はありません。数に

制限があるというのは大変不便なので早く数制限を撤廃してほしいと思います。 
 それから二つめは荒川区役所と出張所もありますが、遠隔手話通訳について残念ながらなかな

か、Wi-Fi が通じないということを聞きました。非常に不便だと思いますので、Wi-Fi が通じる

ようにしてコミュニケーションがきちんとできるようになってほしいと思っています。 
 三つめは皆さんご存じかもしれませんが、２０２５年東京デフリンピックが開催されます。ご

存じでしょうか。２年後です。世界から１８０００人ぐらい集まって来て、その時に手話通訳が

必要ですし、皆とコミュニケーションすることも必要なので、マクドナルドとか図書館とか遠隔

の通訳がつくように是非してほしいと思っております。 
 もう一つありました。手話通訳者の手当てをもう少し上げられないか、他区と比べて上げるよ

うに変更してほしいと思っています。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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委員長： 
 様々な観点からのご意見どうもありがとうございました。私自身が神経内科で筋ジストロフィ

ーが専門なので、福山型筋ジストロフィーの 21 歳の女性がいまして、レスパイト入院すると悪

くなっちゃった。病院に入院させたら悪くなった。結局人工呼吸器での処置は誰が一番上手いの

か。一番上手いのはお母さん。肺炎になったときも私が交渉してお母さんと同室で個室を提供し

ないと看護婦ではとてもじゃないけど対応しきれない。したがいまして、A 委員並びに D 委員が

お話しになった重篤な症例の場合に非常に症例数が少ない。したがって事業所とか訪問看護が非

常に手を上げにくい。そこの教育をどうするかというのは、恐らく大学はなかなか難しいのです。

ですから是非医師会の方もご協力いただければと思います。確かに少数ではあるけれども非常に

重篤な病気を持ってらっしゃる。そしてその負担を全部お母様や家族がほとんどなさっているの

が現状だと思います。そういうところで重篤な症例にどう対応していくかというのは今後の課題

だと思います。 
 B 委員がお話しになりましたコロナ禍での作業所のあり方。これは確かにストップがかかって

いるので、もしできたら通信のデバイスで体操などを各家庭に通信して会話ができるような状況

を作って下さらないと、筋ジストロフィーの症例も作業所に行けなかったばっかりにすごく筋力

が低下しましたので私も実感してそう思いました。 
 そして C 委員からの福祉サービスから介護サービスへ。これは年齢が６５歳以上だとそうでき

るのですが、６５歳以下だとなかなか介護サービスにいかないので６５歳以下の人たちにも同じ

ようなサービスが受けられるようなあり方ができればと思います。 
 D 委員がお話しになったように、重症心身の問題は確かに非常に手を挙げるところは少ないの

だろうと思いますので、そこの教育も含めまして行政の方からの指導も大切だろうと思います。 
 E 委員からのご意見はごもっともで、介護者もだんだん高齢化している状況で、介護者が病気

になった時に、本当の障がい者を誰が見るか。それで精神障がいがあると殆ど抑制が来るのでト

ラウマになって行きたくないというのは、ごもっともなお話だろうと思います。したがって２人

で生活している片方の介護者が病気になって入院した場合、残りの障がい者をどうしていくか。

やはり誰かがサポートするべきだろうと思いますので、レスパイト入院が一番良いのだろうと思

いますが、その時に精神障がいを持つと病院では絶対に抑制をしてくるのが目に見えているので、

病院への教育も必要。やはり人格を持っていらっしゃるのでむやみに抑制というのはいかがなも

のかと私自身は思います。 
 そして、F 委員のスペシャリストの育成は非常に充実しているようで、これは更に伸ばしてい

ただければと思いますが、スペシャリストへの到達のツールを、もっと広報活動を中心として皆

さんに共有できるようなあり方を作っていただければいいのかと思います。 
 あとは、１８歳未満のヤングケアラーの統計が今回初めて出て私も見ましたが、障がい者に対

して１１％、約７７名位のヤングケアラーがいるということも事実で、その方々の人生を狂わせ

ないようにしていかなければいけないと思います。私の三好型筋ジストロフィーの変異型ミオパ

チーの人も、お子さんが薬を取りに来て面倒を見ていらっしゃいましたが、やはり身内しか看ら

れないというところも現実問題としてあるかと思いますので、そういう形でどのようにサポート

ができるか。すなわちヤングケアラーの人が本当の自分の人生を正しく生きて下さいと、介護に

没頭して自分の人生が曲がってしまわないように是非よろしくお願いしたいと思います。 
 それで災害の時に１人で外へ出ていけないという人が４割ぐらいいるという報告もございまし

たし、また荒川区の現状として救急車が入りにくい場所があるかと思いますので、身体障がい者

１級の人たちが、災害時にどうやったら速やかに避難所まで行けるか。これは非常に課題だろう。
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荒川区特有の問題だろうと思いますので、是非ご検討をお願いしたいと思います。 
 手話に関しては、昨年の目黒さんの大ヒットドラマがございましたので、どんどんそういうド

ラマをもとにして、小学生の若い方から進めて、後続の皆さんも手話ができるみたいなので、皆

で手話ができるように、本当に２０２５のデフリンピックに対するおもてなしかと思いました。

非常にピンポイントで的をついたご意見だったと思いますので、是非区の方でご検討していただ

ければと思います。その他委員の方々でご意見等ございましたら、いかがでしょうか。I 委員、

是非訪問看護ステーションの教育は難しいでしょうけどご検討をいただければと思います。 
 
委員： 
 委員長、有難うございます。私もやはり看護師では対応できないような症例を存じ上げており

まして、今後医師会の難病対策委員会といったところで取り上げさせていただきたいと思います。

それから先生もおっしゃっていたヤングケアラーの問題ですね。このサポートの問題、やはりこ

れが新しくできたところでなかなか根が深いことでございます。これにどうやって対応していく

かが今後の課題だと思うのです。この審議会、委員会を通して、こういったことを深めていかれ

たらよろしいのではないかと思っています。 
 もう１点挙げさせていただきますと、子ども家庭総合センターが開設されているという話がご

ざいました。実はこの相談の事例の敷居が高いということが今問題になっております。やはり警

察からの相談が一番多い。ですからもう少し敷居が低く相談できるような態勢を取っていただけ

ればこのヤングケアラーもそうですし、もっと下の子どもの家庭総合支援センターの問題もある

程度解決できるのではないかと考えております。 
 それからもう一つ。先ほど B 委員からお話がございましたが、私もやはりコロナを実際に担当

して同じようなケースが沢山あると思うのですね。突然現れた３密、慣れないいわゆる色々な施

設の閉鎖という問題、この３年間、いわゆる非日常が続いてまいりました。我々の医師会を通じ

て、あるいは医療機関を通じて、荒川区の行政の皆様のご協力をいただいてこの３年間何とかし

てまいりましたが、まだ完全にコロナは終わったわけではないので、今後も感染症に対してはし

っかりとした見地を持って対応していかなければならないと思うのですね。もう一方ではコロナ

が一応終わったとした場合のポストコロナで、今のところで３年間、失われた３年間をどうやっ

て取り戻していくか。それもやはり視点を向けなければいけないのですね。コロナの時に一番必

要でできなかったお互いの顔を見て手を当てるということが、患者さんにとって一番大切なこと

なのですが、いわゆる３密防止対策でそれができなくなった。３年間そのようなことができなく

なったその後に、その状況をどうやって取り戻して行くのかを我々は考えないといけないと思い

ます。ただコロナで学んだことも沢山あるので、それをぜひ有効利用していっていただきたいと

思っています。 
 
委員長： 
 貴重なご意見どうもありがとうございました。他に委員の方々からご意見等ございますでしょ

うか。では、今回いただきましたご意見を踏まえまして、障がい者総合プラン素案の作成を進め

てまいります。次回の第２回委員会では区から素案をお示しさせていただく予定ですので、よろ

しくお願いいたします。最後に今後のスケジュールにつきまして事務局よりご説明をよろしくお

願いいたします。 
 
事務局： 
 資料６の今後のスケジュールです。本日６月は第１回策定委員会を皮切りに、７月には自立支
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援協議会からの意見聴取で、８月・９月・１０月で第２回・第３回の策定委員会で議会報告、パ

ブリックコメントを経まして、来年の１月に最終の第４回の策定委員会を実施させていただき、

その後議会報告を経て、プラン策定といった今後のスケジュールになっております。どうぞご協

力よろしくお願いいたします。 
 
委員長： 
 どうもありがとうございました。これまでの資料等につきまして最後に何かご意見等ございま

したら、いかがでしょうか。 
 
事務局： 
 １点だけ補足で、次回の日程は第２回を８月１８日金曜日１５時から予定しております。場所

はまた同じで、こちらサンパール荒川を予定しております。皆様ご都合の程よろしくお願い申し

上げます。 
 
委員長： 
 次回は８月１８日金曜日１５時という事でよろしいでしょうか。 
 では、以上で第１回本委員会の議事は終了となります。皆様におかれましては、ご協力いただ

きましてどうもありがとうございました。本日の議事録の要約は次回の委員会でお配りすること

となりますのでよろしくお願いいたします。 
 以上をもちまして第１回障害者総合プラン策定委員会を終了させていただきます。 
 

  以 上 


